
6 介護保険料の設定

本計画中に必要となる介護保険料は、高齢者人口や介護認定者等の推計人数に応じ、計画期間である３年間に必
要となる介護サービス量等を見込んで算定しています。
　第１号被保険者（65 歳以上の方）及び要介護認定者の増加等により、本計画において介護保険料の引き上げが必
要となるところですが、介護給付費準備基金積立金を活用することで第７期計画と同額に据え置くこととしました。

● 第 1号被保険者（65歳以上の方）及び要介護認定者の増加
● 介護サービスに係る介護報酬の引き上げ（0.7％）
● 第 1段階から第 3段階までの調整割合を軽減（軽減前の割合は括弧内の値）
● 第7段階から第9段階までの合計所得の見直し（200万円→210万円、300万円→320万円）
● 特定入所者介護サービス費等の見直し（利用者負担段階を細分化、預貯金の基準を変更）
● 高額介護サービス費等の見直し（医療保険制度に併せて所得区分を細分化）　　　　　など

　介護保険の財源は、保険料と公費でそれぞれ半分ずつ負担しています。今期は第 1 号被
保険者（65 歳以上の方）が収める保険料が費用全体の 23％、第 2 号被保険者（40 歳～
64歳以上の方）が 27％を負担し、社会全体で支える仕組みとなっています。
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◆981-3392　宮城県富谷市富谷坂松田30　◆電　話：358-0513　◆FAX：358-9915

●●　所得段階別保険料額　●●●●●●●●●●

●●　介護保険の財源内訳　●●
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課税の方
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計が80 万円以下の方
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・世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計
所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超
え、120 万円以下の方

・世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計
所得金額と課税年金収入額の合計が 120 万円を超
える方
・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本
人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の方

・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本
人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超える方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
120 万円以上 210万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
210 万円以上 320万円未満の方
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400 万円以上 700万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
700 万円以上 1,000 万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
1,000 万円以上の方

介護保険はみんなで支え合っています！

国・都道府県・市町村
45.0％第 2号被保険者

27.0％

第 1号被保険者
23.0％

国の調整交付金
5.0％

富谷市は第 1号被保険者が負担
（国の調整交付金 0％）

富谷市高齢者保健福祉計画
第 8 期介護保険事業計画

令和 3年 3月
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3 富谷市の現状と今後の見込み

●●　総人口と高齢者人口の推移（各年 9月末時点） ●●●●●●●●●●

●●　要介護認定者数の推移（各年 9月末時点） ●●●●●●●●●●
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●●　給付の推移　●●●●●●●●●●

（千円）
居宅サービス 地域密着型 施設入所 介護（予防）支援
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
居宅サービス 884,263 925,504 951,213 1,035,695 1,111,354 1,187,529
地域密着型 373,244 356,838 371,554 378,168 394,808 412,904
施設サービス 733,924 812,588 864,836 924,237 973,591 1,022,479
 介護（予防）支援 116,964 121,745 117,842 124,053 126,303 127,783

計 2,108,395 2,216,675 2,305,445 2,462,153 2,606,056 2,750,695
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高齢化率は、令和
2 年の 20.9％から
令 和 22 年 に は
29.1％になる見込み

75 歳以上の高齢者
人口は、令和 2 年の
4,573 人から令和
22 年には 8,589 人
と約 1 .9 倍になる
見込み

要介護認定者は、
令和 2 年の 1,503
人から令和 22 年に
は 2,416 人になる
見込み

給付費は、令和2年度
の 2,305,445 千円
から令和5年度には、
2 ,750 , 695 千円
になる見込み

1 計画の位置付け

2 計画の将来像・基本理念・基本目標・事業体系

　高齢者保健福祉計画は、富谷市総合計画及び富谷市地域福祉計画を上位計画として、高齢者すべて
に関する保健福祉全般にわたる計画と位置付けられています。その中で、介護福祉事業計画は、介護
を必要とする高齢者及び介護をする家族を支援するための計画です。
　また、第 8 期みやぎ高齢者元気プランをはじめとする、健康または福祉の関連計画を踏まえたも
のとしています。
　計画期間は、令和 3年度から令和 5年度までの 3年間であり、団塊の世代の子供達（団塊の世代ジュ
ニア世代）が 65歳を迎える令和 22（2040）年を見据えた長期的な計画としました。

あらゆる世代が元気に暮らす健康自慢のまちを創ります

高齢者が住み慣れた地域で安心して　　　　　　　
　　　　　　　自分らしく生涯を過ごせるまちづくり

地域で高齢者が自身の健康を
守ることができるまち

高齢者の心身の変化に
あわせた支援ができるまち
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4 富谷市における地域包括ケアシステム

見守り支え合うネットワーク

●民生委員児童委員

●町内会等 ●避難行動要支援者名簿の更新
●避難支援個別計画策定
●福祉避難所の充実

ケアマネジャーによる

サービスのコーディネート

地域の方々によるお互いの

助け合い、支え合い活動

介護保険に代表される

社会保障制度及びサービス

●総合相談
●権利擁護事業等

相談機能の充実

地域活動の発信・支援

●給食サービス
●虹いろ会食サロン
●緊急通報システム

高齢者世帯への支援

●家族介護者教室・交流事業
●家族介護用品支給事業
●元気回復ショートスティ事業

介護する家族への支援

支援

●ゆとりすとクラブ・サロン事業

高齢者の閉じこもり予防・

交流の場の推進

●老人クラブ・地域お茶のみ会の支援
●元気・元気高齢者応援事業

高齢者の活動支援推進

●街かどカフェ

地域活動と居場所づくりの推進

福祉健康センターにおける健康づくり・交流の場

交流

参加

●地域サポーター
●運動サポーター
●施設サポーター
施設コーディネーター

●生活支援員

高齢者を支える仕組

高齢者の生活を支える活動

●シルバー人材センター
●社会福祉協議会
●関係団体

●地区敬老祝い事業
●どんぐりの森活動

地域コミュニティづくり支援

●買い物情報発信事業
●住まいの情報発信事業

安心して暮らすための情報発信促進

●認知症専門相談
●認知症初期集中チームによる支援
●認知症ＳＯＳネットワークシステム

認知症支援体制の強化

●介護予防・生活支援サービス事業
筋トレ型通所サービス
通所介護相当サービス
生活支援型訪問サービス
訪問介護相当サービス
●一般介護予防事業
サロン型通所サービス

介護予防・日常生活支援総合事業の推進

●生活支援サービスの体制充実
●在宅医療・介護の連携
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●認知症の人と家族の会

認知症に関する理解促進

通院・入院 診療

日常生活に

誰かの手助けが

必要になったら

元気な時

心と身体に不安を感じたら

病院

支援

相談

●かかりつけ医
●専門医
●薬局等

利用

●訪問介護 ●通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護等

居宅系サービス

●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●グループホーム
●ケアハウス
●有料老人ホーム等

施設・居住系のサービス

富谷市の地域包括ケアシステムのイメージ図

●高齢者・障がい者交通対策事業
（とみぱす）

高齢者の外出支援

災害に強い地域づくり

市民協働による互助・共助

を支援する事業

●緊急支援ショートステイ事業

緊急時の居場所確保
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4 富谷市における地域包括ケアシステム
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5 計画の重点事業

❶　心と体の元気づくりの推進

❷　共に支える地域づくり
❹　認知症の支援体制の強化

❸　地域包括支援事業の推進

　介護予防・日常生活支援総
合事業では、65 歳以上の皆さ
まが住み慣れた地域で安心し
て暮らしていくため、自分自
身の状態にあわせた必要な
サービスを、地域包括支援セ
ンターによるマネジメントを
もとに提供しています。
　それぞれお住まいの地域の
地域包括支援センターまでお
気軽にご相談ください。

　地域包括支援センターの機能を強化し、高齢化に伴う相談と、複雑・多様化している問題に、迅速
かつ的確に対応していきます。

【日常生活圏域ごとの地域包括支援センター】
　日常生活圏域すべてに、地域包括支援センター
を設置しました。より住民に近い相談窓口とし
て、複雑・多様化する問題を抱えた方の支援を、
専門職や関係機関等と連携して行います。

【保健福祉総合支援センター（基幹型・機能強化型
地域包括支援センター）】
　地域包括支援センターを統括・支援し、日常生
活圏域における各種支援体制の拡充を図ります。

【保健福祉総合支援センター運営協議会】
　各圏域地域包括支援センターがその機能を適
切に発揮していくため、保健福祉総合支援セン
ター運営協議会でその運営の評価・点検を行い、
適切な事業運営が行えるようにします。

【高齢者を支えるサポーター育成プログラム】
　市ではこれまで地域支え合い活動のために開催してきた各種養成研修に加えて、新たに「サポー
ター養成基礎研修」を新設しました。共通の課題や知識・技術を取得しながら、地域の人（サポーター）
が地域の人を支える仕組みづくりを推進していきます。

【地域活動と居場所づくりの推進】
　高齢者の閉じこもり予防・交流の場として行っている「ゆとりすとクラブ・サロン事業」や地域
の居場所となっている「街かどカフェ事業」においては、参加者同士が互いに家事の知恵や技術を
教え合うなど、地域住民による支え合いの介護予防の場となっております。地域活動と居場所づく
りの推進のため、社会福祉協議会や地域包括支援センタ―と連携しながら各事業の後方支援を行い
ます。

　認知症の人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症の人やそ
の家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を各圏域地域包括
支援センターに配置します。また、地域や医療等支援機関の連携を図ります。

【予防の支援】
認知症の予防、知識啓発のための講座：認知症の知識の普及や、予防の啓発を実施していきます。

【理解の促進】
・認知症学びの講座（認知症サポーター養成講座）：認知症を正しく理解していただくための講座
です（受講された方は、認知症サポーターとなります）。

・認知症学びの講座フォローアップ研修：認知症の人を支える地域づくりにおいて、自分たちにで
きることを共に考える研修です。

・認知症の人と家族の会：認知症の人本人やその家族が集い、話ができる場所を作ります。
・高齢者のためのケアパス（認知症についても含む）：高齢者のための相談窓口や高齢者支援の取
り組みが掲載されているケアパスを作成・配布します。

【支援体制の強化】
早期発見・早期治療：専門医による認知症専門相談や専門職で構成する初期集中支援チームによる
支援を実施していきます。

【相談から各種事業までのながれ】

市内3つの日常生活圏域の地域包括支援センター
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6 介護保険料の設定

　本計画中に必要となる介護保険料は、高齢者人口や介護認定者等の推計人数に応じ、計画期間である３年間に必
要となる介護サービス量等を見込んで算定しています。
　第１号被保険者（65 歳以上の方）及び要介護認定者の増加等により、本計画において介護保険料の引き上げが必
要となるところですが、介護給付費準備基金積立金を活用することで第７期計画と同額に据え置くこととしました。

● 第 1号被保険者（65歳以上の方）及び要介護認定者の増加
● 介護サービスに係る介護報酬の引き上げ（0.7％）
● 第 1段階から第 3段階までの調整割合を軽減（軽減前の割合は括弧内の値） 
● 第7段階から第9段階までの合計所得の見直し（200万円→210万円、300万円→320万円）
● 特定入所者介護サービス費等の見直し（利用者負担段階を細分化、預貯金の基準を変更）
● 高額介護サービス費等の見直し（医療保険制度に併せて所得区分を細分化）　　　　　など

　介護保険の財源は、保険料と公費でそれぞれ半分ずつ負担しています。今期は第 1 号被
保険者（65 歳以上の方）が収める保険料が費用全体の 23％、第 2 号被保険者（40 歳～
64歳以上の方）が 27％を負担し、社会全体で支える仕組みとなっています。

◆発行年月：令和3年 3月　　◆編　集：富谷市保健福祉部　長寿福祉課
◆981-3392　宮城県富谷市富谷坂松田30　◆電　話：358-0513　◆FAX：358-9915

●●　所得段階別保険料額　●●●●●●●●●●

●●　介護保険の財源内訳　●●

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非
課税の方
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計が80 万円以下の方

富谷市

対象になる方 調整割合 月額保険料
※100 円未満切り上げ

年額保険料
※100 円未満切り上げ

段階調整割合

国

段階
区分

基
準
額

基
準
額
よ
り
軽
減
さ
れ
る
方

基
準
額
よ
り
増
額
さ
れ
る
方

第 1 段階 0.50 第 1 段階

0.75 第 2 段階
※

（0.65）
0.40

※
（0.75）
0.70

※
（0.50）
0.30

（2,875 円）
1,725 円

（3,738 円）
2,300 円

（4,313 円）
4,025 円

（34,500 円）
20,700 円

（44,900 円）
27,600 円

（51,800 円）
48,300 円0.75 第 3 段階
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1.00

第 4 段階

第 5 段階

0.85

1.00

1.20

1.30

1.50

1.65

1.85

2.00

2.25

4,888 円

5,750 円

58,700 円

82,800 円

89,700 円

103,500 円

113,900 円

127,700 円

138,000 円

155,300 円

6,900 円

7,475 円

8,625 円

9,488 円

10,638 円

11,500 円

12,938 円

69,000 円

第 2 段階

第 3 段階

第 4 段階
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第 6 段階

第 7 段階
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第 10 段階

第 11 段階

第 12 段階

第 5 段階

第 5 段階

第 7 段階

第 8 段階

第 9 段階

・世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計
所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超
え、120 万円以下の方

・世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計
所得金額と課税年金収入額の合計が 120 万円を超
える方
・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本
人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の方

・世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本
人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超える方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
120 万円以上 210万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
210 万円以上 320万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
320 万円以上 400万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
400 万円以上 700万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
700 万円以上 1,000 万円未満の方

・本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が
1,000 万円以上の方

介護保険はみんなで支え合っています！

国・都道府県・市町村
45.0％第 2号被保険者

27.0％

第 1号被保険者
23.0％

国の調整交付金
5.0％

富谷市は第 1号被保険者が負担
（国の調整交付金 0％）
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